
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
二
月
十
日
提
出

質

問

第

六

三

号

全
国
小
売
酒
販
組
合
中
央
会
元
事
務
局
長
に
対
す
る
外
務
省
欧
州
局
の
情
報
提
供
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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全
国
小
売
酒
販
組
合
中
央
会
元
事
務
局
長
に
対
す
る
外
務
省
欧
州
局
の
情
報
提
供
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

国
会
議
員
か
ら
調
査
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
記
録
を
文
書
に
残
す
こ
と
が
外
務
省
で
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
。

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
場
合
、
そ
の
法
令
も
し
く
は
内
規
上
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
。

二

元
国
会
議
員
か
ら
調
査
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
記
録
を
文
書
に
残
す
こ
と
が
外
務
省
で
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

か
。
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
場
合
、
そ
の
法
令
も
し
く
は
内
規
上
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
か
。

三

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日
の
読
売
新
聞
夕
刊
は
、
「
「
全
国
小
売
酒
販
組
合
中
央
会
」
の
資
金
流
出
事
件
で
、
元
事
務
局

長
の
関
秀
雄
容
疑
者
（
四
十
九
）
（
業
務
上
横
領
容
疑
で
逮
捕
）
が
退
職
後
の
今
年
初
め
、
外
債
投
資
に
失
敗
し
て
焦
げ
付

か
せ
た
年
金
資
金
の
回
収
を
巡
り
、
元
外
相
の
衆
院
議
員
（
現
在
は
引
退
）
に
口
利
き
を
依
頼
し
、
外
務
省
に
調
査
さ
せ
て

い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
（
中
略
）
関
容
疑
者
は
、
業
界
を
支
援
す
る
自
民
党
の
議
連
「
日
本
経
済
を
活
性
化
し
中
小
企
業

を
育
て
る
会
」
の
有
力
メ
ン
バ
ー
で
外
相
経
験
も
あ
る
議
員
の
都
内
の
事
務
所
を
訪
ね
、
「
（
破
た
ん
し
た
）
英
企
業
を
調

査
し
た
い
。
外
相
経
験
者
な
の
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
外
務
省
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
」
と
依
頼
。
こ
れ
を
受
け
、
元
外
相
は
外
務
省

に
電
話
を
か
け
た
。
（
中
略
）
外
務
省
は
二
月
二
十
五
日
、
関
容
疑
者
側
に
調
査
結
果
を
フ
ァ
ク
ス
で
送
信
。
清
算
人
が
所

属
す
る
監
査
法
人
に
つ
い
て
「
英
金
融
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
連
盟
に
名
を
連
ね
る
」
、
代
理
人
の
英
法
律
事
務
所
に
つ
い
て
も

一



「
英
国
の
法
律
事
務
所
ラ
ン
キ
ン
グ
で
四
十
五
位
」
と
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
入
手
し
た
関
連
資
料
を
添
付
し
た
。
（
中

略
）
外
務
省
欧
州
局
は
「
捜
査
に
か
か
わ
る
の
で
コ
メ
ン
ト
を
控
え
た
い
が
、
回
答
内
容
は
ネ
ッ
ト
で
調
べ
れ
ば
分
か
る
こ

と
ば
か
り
だ
」
と
し
て
い
る
」
旨
報
じ
て
い
る
が
、
元
外
相
か
ら
外
務
省
の
誰
に
対
し
て
、
い
つ
依
頼
が
な
さ
れ
た
か
。
依

頼
に
つ
い
て
の
記
録
は
作
成
さ
れ
た
か
。
記
録
は
外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
。

四

本
件
調
査
を
行
っ
た
の
は
ど
の
課
か
。
外
務
省
が
本
件
に
関
し
て
、
在
英
国
大
使
館
も
し
く
は
そ
の
他
の
在
外
公
館
に
事

務
連
絡
も
し
く
は
公
電
で
調
査
を
依
頼
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。
あ
る
い
は
、
公
電
、
事
務
連
絡
以
外
の
手
段
、
電

話
、
商
用
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
な
ど
で
在
英
国
大
使
館
も
し
く
は
そ
の
他
の
在
外
公
館
に
調
査
を
依
頼
し
た
事
実
が

あ
る
か
。

五

欧
州
局
長
に
元
外
相
か
ら
の
依
頼
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
さ
れ
て
い
た
か
。

六

平
成
十
七
年
二
月
二
十
五
日
に
外
務
省
が
関
秀
雄
氏
側
に
調
査
結
果
を
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
送
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
か
。
ど

の
課
が
そ
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
送
っ
た
か
。
調
査
結
果
の
文
書
は
外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
。

七

調
査
結
果
を
関
秀
雄
氏
側
に
伝
達
す
る
前
に
欧
州
局
長
の
了
承
を
得
た
か
。
担
当
官
は
所
属
課
長
の
決
裁
を
得
た
上
で
調

査
結
果
を
関
秀
雄
氏
側
に
伝
達
し
た
か
。

二



八

本
件
に
関
す
る
読
売
新
聞
の
照
会
に
対
し
て
、
外
務
省
欧
州
局
が
「
捜
査
に
か
か
わ
る
の
で
コ
メ
ン
ト
を
控
え
た
い
が
、

回
答
内
容
は
ネ
ッ
ト
で
調
べ
れ
ば
分
か
る
こ
と
ば
か
り
だ
」
と
回
答
し
た
の
は
事
実
か
。
い
つ
、
ど
の
課
が
こ
の
回
答
を
し

た
か
。

九

本
件
に
つ
い
て
読
売
新
聞
の
記
事
が
出
た
後
、
外
務
省
が
対
外
応
答
要
領
を
作
成
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

十

政
と
官
の
関
係
に
鑑
み
、
本
件
に
関
す
る
外
務
省
の
対
応
は
適
切
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


